
基発第0829001号  

平成17年8月29日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公印省略）  

石綿に係る健康相談の追加実施について  

標記り健康相談の実施については、平成17年8月10日付け基発第0810001  

号「石綿に係る臨時健康相談の実施について」で指示したところであるが、今  

般、石綿による中皮腫又は肺がんに係る労災認定事業場を追加して公表したこ  

とを踏まえ、下記の労働局においても石綿による健康障害を発生させている事  

業場の離職者を含む労働者や周辺住民の不安解消のため、当該事業場の近隣に  

おいて、石綿についでの知識を有する医師」専門家等による健康相談窓口を開  

設することとしたので、その円滑な実施に努められたい。   

なお、この健康相談を行うこととした労働局以外の労働局において、管内事  

情を踏まえ、この健康相談を行おうとするときは、あらかじめ本省に協議され  

たい。  

記  

埼玉労働局  

広島労働局  

香川労働局   



基発第0829002号  

平成17年8月29日  

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

石綿に係る健康相談の追加実施について  

標記の健康相談の実施については、平成17年8月10日付け基発第0810002  

号「石綿に係る臨時健康相談の実施について」でご協力をお願いしたところで  

すが、今般、石綿による中皮鹿又は肺がんに係る労災認定事業場を追加して公  

表したことを踏まえ、下記の労働局においても石綿による健康障害を発生させ  

七いる事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の不安解消のため、当該事業場  

の近隣において、石綿についての知識を有する医師、専門家等による健康相談 

窓口を開設することとしましたゐで、その円滑な実施につきご協力をお願いい  

たします。   

なお、この健康相談を行うこととした労働局以外の労働局においても、管内  

事情を踏まえ、あらかじめ本省と協議の上、健康相談を行うことがありますの  

で、御留意いただきますようお願いいたします。  

記  

埼玉労働局  

広島労働局  

香川労働局   


